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資料１参考
普及職員資格試験制度等検討会とりまとめ報告書骨子（案）

はじめに
協同農業普及事業の制度改革においては、農業者のニーズに対応し、高度で多様な技術

・知識を的確かつ迅速に農業現場へ普及できるよう、現行制度における専門技術員と改良
普及員を一元化し、高度な技術指導等を行う普及指導員を設置することとしており、１７
年度から新たに「普及指導員資格試験 （以下「資格試験」という ）を実施する予定。」 。
「普及職員資格試験制度等検討会」においては、普及指導員の資格試験制度及び研修の

在り方等を検討し、とりまとめ。

Ⅰ 資格制度について
１ 資格試験制度のあり方

普及指導員は、直接農業者と接し、公的な試験研究機関と農業者の橋渡しを行うとい
う基本的な役割を果たしつつ、高度・先進的な専門化した技術を指導する機能及び地域
農業をコーディネートする機能を発揮する必要。
この観点から、必要となる資格試験は以下のとおり。

（１）試験の目的
普及指導員資格試験は、普及指導員として必要な資質を有する者であることを任用

の段階で担保するために実施。

（２）受験資格
普及指導員として有すべき高度な技術に関する知識、農業現場における課題解決能

力及び実践的な指導力は、実務経験の有無に左右されるため、受験資格として、一定
の学歴及び農業等に関する実務経験を課す必要。

学 歴 実務経験年数
大学院修士課程以上修了者 ２年以上
大学等の卒業者 ４年以上
短期大学等の卒業者 ６年以上
高校の卒業者 １０年以上
改良普及員資格試験合格者 ２年以上

（ ）「 」 、 、 、 、注 農業等に関する実務経験 は 国 地方公共団体等における試験研究 教育
普及指導

（３）審査項目
ア 基礎的技術に関する知識
イ 専門的技術に関する知識
ウ 農業現場の課題解決能力
エ 意欲と適性

２ 資格試験の実施について
（１）試験方法

試験は、筆記試験、口述試験、書類審査により実施。
ア 筆記試験

審査項目 出題区分 解答方式
基礎的技術に関する知識 共通 択一式
専門的技術に関する知識 選択 記述式
農業現場の課題解決能力 共通 小論文形式
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イ 口述試験
面接等の方法により、意欲と適性及び農業現場の課題解決能力を中心に審査。

ウ 書類審査
業績報告書その他の提出書類により、基礎的技術に関する知識、専門的技術に関

する知識、農業現場の課題解決能力を審査。

（２）出題・審査
出題・審査は、学識経験者、普及指導活動経験者等から審査委員を委嘱して実施。

（３）改良普及員資格試験合格者の扱い
現行の改良普及員資格試験に合格している者が受験する場合は、基礎的技術や専門

的技術に関する知識等は既に習得していることを考慮した試験方法。

（４）今後の取扱い
具体的な試験方法、試験内容、配点割合、合否基準等試験の詳細については、別途

専門的な検討を行うことが必要。

３ 無試験による任用資格
無試験任用は、極めて高度な能力・資質を有する者を任用できるとの特例的な措置で

。 （ 、 ） 、あることが基本 現行の専門技術員の無試験任用の要件 学歴 実務経験 を有する者
これと同等以上の資質を有する者が基本。

４ その他
大学の教授、独立行政法人試験研究機関の研究者等を地方公共団体が任期付き職員と
して採用し、普及事業で積極的に活用することも重要。

Ⅱ 研修について
１ 研修の基本的な考え方

農業者の高度で多様なニーズに対応できる普及事業の展開のため、普及指導員の資質
向上が重要であり、資格制度の高度化と併せ、国、県における研修の充実強化が重要。
普及指導員研修は、スペシャリスト機能、コーディネート機能の向上に主眼を置いて

実施。また、各自の能力資質の状況や、解決すべき課題等に応じて、自ら必要な能力を
強化できる研修体系とすべき。

２ 普及指導員に必要となる研修
（１）研修メニュー

区 分 内 容

新任者研修 ・職務遂行に関する研修

機能強化 スペシャリスト ・専門分野の技術の高度化に関する研修
研修 機能 ・普及指導方法に関する研修

・専門事項の調査研究に関する研修 等

地域農業に関す ・農政事情に関する研修
るコーディネー ・地域課題の解決方法に関する研修
ト機能

スーパーバイザー研修 ・技術に関する先導的普及指導員を育成する研修
・普及指導員の研修及び指導に関する研修
・普及組織全体に係る企画調整に関する研修
・組織運営・管理に関する研修
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（２）研修方法
講義等を中心とした集合研修、自己学習、通信教育、実際に普及事業に携わりながら
行うＯＪＴ、国内外の試験研究機関、企業、先進地等への派遣・留学等の研修方法を十
分に活用する必要。普及指導員の調査研究活動や、自発的な研究会活動等も積極的に推
進する必要。

（３）研修実施上の留意点
集合研修は、講義等による座学のみならず、討議、演習、実習等より実践的な能力向

上が図られるよう留意。講師は、大学、試験研究機関、民間有識者等を積極的に活用。

３ 国と都道府県との役割分担
、 、 、一貫性のある考え方の下に 効果的・効率的 体系的に普及指導員研修を行えるよう

国及び都道府県の役割分担を明確にする必要。
（１）国段階

普及指導員の資質を全国的に高位平準化させるための研修など、国で統一的に行うこ
とが効果的な研修、国段階で開発された先進技術等に関する研修を企画・実施。
国段階の研修の効果的・効率的な実施体制の検討、資料文献の収集・提供や普及指導
員が自己研修を行えるシステムの構築等、研修環境の整備を行うことが必要。

（２）都道府県段階
県域において取り組むべき技術や課題解決のための研修を基本とし、最新技術の地域

への適合、ＯＪＴ、調査研究活動等現場段階の実践的な研修を企画・実施。

４ 研修計画の作成
普及指導員研修の基本方向は国が定めて提示。都道府県は、国の基本方向を参考に、

研修計画を作成。
都道府県において、普及指導員の中から研修に関する担当者を位置づけるなど効果的

な研修体制の検討が重要。

５ 普及指導員を養成するための研修のあり方
普及指導員を継続的に確保するため、都道府県職員として普及指導、試験研究、教育
等の業務に携わっている者を計画的に普及指導員として養成することが重要。
都道府県は、普及指導員の受験資格が取得できる配置、普及指導員の養成研修等を行

うことが重要。国は、資格試験の受験希望者に対する情報提供、自己学習の支援、都道
府県が行う養成研修への支援等を行う必要。

おわりに
今後、この基本的な考え方を踏まえ、農林水産省において資格試験制度及び研修体系
の具体化を、都道府県、普及職員、関係機関・団体においてもそれぞれ必要となる取組
みを進めることが重要。


